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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年８月２２日 

                        運輸安全委員会（海事部会）議決 

                         委 員 長  後 藤 昇 弘 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 作業員（工務監督）死亡 

発生日時 不明（平成２４年１０月６日 ０３時１５分ごろ～０７時２５分ごろ

の間） 

発生場所 山口県徳山下松港 

 徳山下松港の下松石炭中継基地 

（概位 北緯３３°５８.７′ 東経１３１°５３.２′） 

船舶事故の概要 貨物船SAGE
セ ー ジ

 SAGITTARIUS
サ ジ タ リ ウ ス

は、徳山下松港の下松石炭中継基地で船倉

の石炭をアンローダーによって揚げ荷役中、平成２４年１０月６日０

７時２５分ごろ、自動荷役装置に関する保守、指導等のために乗船し

ていた工務監督（Superintendent）がアンローダーのフィーダーコン

ベアローラーに巻き込まれているところを発見され、死亡が確認され

た。 

事故調査の経過 平成２４年１２月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

なお、後日、新たに主管調査官ほか１人の船舶事故調査官を指名し

た。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

SAGE SAGITTARIUSの旗国に対し、意見照会を行った。 

事実情報 

 船種船名 

 船籍港 

総トン数 

 ＩＭＯ番号 

船舶所有者 

船舶管理会社 

船級 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ 

船質 

機関、出力 

進水年月日 

 

貨物船 SAGE SAGITTARIUS 

パナマ共和国 パナマ 

７３,４２７トン 

９２３３５４５ 

HESPERUS MARITIMA S.A.（パナマ共和国） 

八
はち

馬
うま

汽船株式会社（以下「Ａ社」という。） 

日本海事協会（Class NK） 

２３４.９３ｍ×４３.００ｍ×２５.４０ｍ 

鋼 

ディーゼル機関、１５,３００kＷ 

２０００年１２月２７日 
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アンローダーに関する情報 (1) SAGE SAGITTARIUS（以下「本船」という。）は、アンローダー２

基、縦コンベア１基、横コンベア１基及びブームコンベア１基か

ら構成される自動荷役装置を上甲板に装備していた。 

(2) アンローダーは、船倉の石炭を揚げる装置であり、トロリー、

グラブ、ホッパー、フィーダーコンベア及びガーダーで構成され

ていた。フィーダーコンベア内のベルトコンベア脇には、フィー

ダーコンベア通路が設置されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) アンローダーの仕様（抜粋）は、次のとおりであった。 

① 荷役サイクル 平均８７sec/サイクル 

② 巻上荷重   ４９ｔ（グラブ自重２２ｔ、石炭２７ｔ） 

③ フィーダーコンベア装置 

・ 搬送能力     ９７５t/h 

・ ベルト速度      ４０m/min 

(4) 石炭の揚げ荷役の流れは、次のとおりであった。 

① アンローダーは、揚げる石炭の上方の位置に移動し、グラブ

が下降して石炭をつかむ。 

写真１ 本船全景 

写真２ アンローダー 

オペレータ室 

船首 船尾 

フィーダーコンベア通路 

図１ アンローダー 

フィーダーコンベア通路 

トロリー 

ガーダー 

グラブ 

ホッパー 

船尾 船首 

フィーダーコンベア 
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② 石炭をつかんだグラブは、上昇して所定の位置で停止し、ホ

ッパー及びフィーダーコンベアがグラブの下に移動してグラブ

が開く。その際、フィーダーコンベア通路は、フィーダーコン

ベアと共に移動する。 

③ 石炭は、ホッパーを経てフィーダーコンベアに落とし込ま

れ、右舷側の縦コンベアに払い出される。その後、ホッパー、

フィーダーコンベア及びフィーダーコンベア通路は、元の位置

に戻る。 

④ 石炭は、右舷側の縦コンベア、居住区前の横コンベア、旋回

式ブームコンベア及び海上に敷設された陸側のコンベアを順に

介して貯炭サイロに運ばれる。 

(5) アンローダーの移動時には、警報音及び回転灯による警報が作

動するが、ホッパー、フィーダーコンベア及びフィーダーコンベ

ア通路の移動時には、警報が作動するようにはなっていなかっ

た。 

(6) フィーダーコンベア通路には、照明灯が１基設置されていた。 

 乗組員等に関する情報 船長（フィリピン共和国籍） 男性 ５６歳 

締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２０１１年６月７日 

         （２０１６年４月２７日まで有効） 

工務監督 男性 ３７歳 

・ 機関士として平成１３年から９年間の海上勤務後、平成２２年

６月から工務監督（Superintendent）（以下「ＳＩ」という。）と

して勤務していた。 

・ 本船を約１年半前から担当していた。 

・ 通常は、０８時～１８時の間に就労しており、緊急時には、そ

の都度対応していた。 

・ 本事故当時には、健康状態に問題はなさそうに見えた。 

 死傷者等 死亡 １人（ＳＩ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 (1) 本船の動静 

① 本船は、船長ほか２４人（全員フィリピン共和国籍）が乗り

組み、ＳＩほか１人が同乗し、石炭を積み、オーストラリア連

邦のニューカッスル港を９月１７日に日本へ向けて出港した。 

② 本船は、１０月３日０７時３０分ごろ徳山下松港の下松石炭

中継基地に着桟した。 

(2) 荷役の状況 

① 山九株式会社（以下「Ｂ社」という。）は、３日１７時ごろ本

船に積載されている石炭の揚げ荷役を開始し、６日中に全量を

揚げる計画であった。 

② アンローダー１号機（以下「１号機」という。）を用いて荷役

を担当する‘Ｂ社の荷役作業員’（以下「荷役作業員」とい

う。）は、フォアマン、オペレータ及びデッキマンの３人で構成

されていた。 
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(3) 事故に至る状況 

本船は、下松石炭中継基地で船倉の石炭を１号機によって揚げ

荷役中、ＳＩが、１号機のフィーダーコンベアで異音が発生して

いるとの連絡を荷役作業員から受け、‘異音が発生しているフィー

ダーコンベアローラー’（以下「本件ローラー」という。）を特定

し、１号機が運転されている状態で本件ローラーへ注油して異音

を止めた。本船は、揚げ荷役を続けていたところ、再度、本件ロ

ーラーで異音が発生したため、ＳＩは、約３時間ごとに本件ロー

ラーへ注油する旨を荷役作業員に連絡した。 

ＳＩは、６日０２時ごろ、本件ローラーで異音が発生している

との荷役作業員の連絡を受け、後で様子を見に行くとの返答をし

た。  

本船の甲板手は、０３時１５分ごろ、ＳＩが、懐中電灯を携帯

し、１号機方向に歩いて行くところを視認した。 

１号機のオペレータ室に居たオペレータは、０７時２５分ご

ろ、１号機のフィーダーコンベア通路に飛び出している人の足を

発見し、１号機を緊急停止した後、無線でデッキマンに確認を依

頼した。デッキマンは、本件ローラーに巻き込まれているＳＩを

発見した。 

連絡を受けた下松市消防署の救急隊員は、０７時４２分ごろ本

船に乗船し、ＳＩの死亡を確認した。 

本船の乗組員は、０７時５０分ごろ本件ローラーの取り外し等

の作業を開始し、ＳＩは、０８時５４分ごろ、救急隊員に運び出

された。また、１号機のフィーダーコンベア付近で壊れた注油缶

が発見された。 

ＳＩの死因は、胸部圧迫による窒息であると検案された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船尾 

船首 

写真３ 本事故発生場所 

フィーダーコンベアローラー 

フィーダーコンベア通路 × 

図２ 本事故発生場所 

船尾 船首 
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 その他の事項 

 

(1) 本船の乗組員は、ニューカッスル港で全員が交代したため、 

ＳＩは、自動荷役装置等に関する保守、教育及び指導のために同

港で乗船していた。 

(2) Ａ社は、自動荷役装置の維持及び保守を担当し、Ｂ社は、同装

置による揚げ荷役を担当していた。 

(3) 自動荷役装置のマニュアルには、運転時の注意事項とし、次の

ように記載されていた。 

異常音や振動を無視して運転を継続することは大事故を起こす

原因となりますので、運転を中止して異常音や振動の原因を調査

し適当な処置を行って下さい。 

(4) フィーダーコンベアローラーの交換には、１時間程度荷役を停

止する必要があった。 

(5) フィーダーコンベアローラーのベアリングは、シールドタイプ

であり、注油する構造にはなっていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

(1) ＳＩの死因は、胸部圧迫による窒息であった。 

(2) 本船は、徳山下松港の下松石炭中継基地で船倉の石炭を１号機

によって揚げ荷役中、フィーダーコンベアで異音が発生し、ＳＩ

が、1 号機が運転されている状態で本件ローラーへ注油して異音を

止めたが、再度、異音が発生したことから、３時間ごとに本件ロ

ーラーへ注油する旨を荷役作業員に連絡したものと考えられる。 

(3) ＳＩは、６日０２時ごろ本件ローラーで異音が発生していると

の荷役作業員の連絡を受け、後で様子を見に行く旨の返答を行っ

たものと考えられる。 

(4) 本船は自動荷役装置によって揚げ荷役中、ＳＩが、０３時１５

分ごろ１号機方向に歩いて行くところを本船の甲板手に視認さ

れ、０７時２５分ごろ１号機の本件ローラーに巻き込まれている

ところを荷役作業員に発見されたので、この間に本件ローラーに

巻き込まれたことから、死亡するに至ったものと考えられる。 

(5) ＳＩは、1 号機のフィーダーコンベア付近で壊れた注油缶が発見

されたことから、フィーダーコンベア通路において、１号機が運

転されている状態で本件ローラーに注油作業を１人で行っていた

際、本件ローラーに巻き込まれたものと考えられるが、目撃者が

おらず、本件ローラーに巻き込まれた状況を明らかにすることは

できなかった。 

(6) ＳＩは、次のことから、本件ローラーを交換せずに注油して対

処しようとした可能性があると考えられる。 

① 乗組員は、ニューカッスル港で全員が交代したため、フィー

ダーコンベアローラーの交換作業に不慣れであった。 

② 本件ローラーの交換には、１時間程度荷役を中断する必要が

あった。 

(7) ＳＩは、フィーダーコンベア通路において、１号機が運転され
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ている状態で本件ローラーの注油作業を行っていたものと考えら

れるが、フィーダーコンベア通路で作業をする場合、グラブの動

きに合わせてフィーダーコンベア及びフィーダーコンベア通路が

船首尾方向に移動するので、その際、体勢を崩すことも考えら

れ、フィーダーコンベア通路等の移動時には警報が作動すること

となっていなかったことから、グラブの動きに注意する必要があ

ったものと考えられる。しかし、フィーダーコンベア通路には照

明灯が１基のみであり、夜間の作業中にグラブの動きを確認する

には照明が十分でなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、徳山下松港の下松石炭中継基地で船倉の石炭を

１号機によって揚げ荷役中、フィーダーコンベアで異音が発生し、 

ＳＩが、１号機が運転されている状態で本件ローラーへ注油して異音

を止め、３時間ごとに注油することとしていたところ、本件ローラー

で異音が発生しているとの連絡を受け、フィーダーコンベア通路で本

件ローラーの注油作業を行っていた際、本件ローラーに巻き込まれた

ため、発生したものと考えられる。 

参考 Ａ社は、本事故後、次の対策を実施した。 

(1) フィーダーコンベア及び縦コンベアに巻き込まれ防止用グレー

チングを設置した。 

(2) フィーダーコンベアにコンベア危急停止用のスイッチ及び作動

ワイヤーを設置した。 

(3) フィーダーコンベア通路に照明を追設した。  

(4) コンベアローラー等から異音が発生した場合は、荷役を停止し

てローラーを交換することなどを記載した安全対策マニュアルを

策定した。 

 


